
 

公明党は、結党以来、大衆福祉の実現とともに、「戦争のない世界」、「核兵器のない世界」

の実現を大目的に掲げてまいりました。 

 

これまでも、１９９９年に「対人地雷禁止条約・オタワ条約」の批准と発効、２００９年

には「クラスター弾禁止条約」の批准を訴え、実現することが出来ました。 

 

これからも、公明党は「戦争のない世界」、「核兵器のない世界」の実現に向け努力してま

いります。 

 

原爆投下から 70年の節目を迎えた広島で、先月 8月 26日から 28日にかけて、今後の核

軍縮や不拡散の取り組みを話し合う第 25回国連軍縮会議が、開催されました。 

 

開催地の松井広島市長は開会式で、被爆地で国連軍縮会議が開催された意義を強調し「絶

対悪である核兵器の恐ろしさと、平和を維持することの尊さを考えてほしい」とあいさつを

しました。 

また、同市長は閉会にあたって、「被爆の実相を強く参加者が心に刻み、核兵器廃絶への

思いを新たにする機会にしてもらえたと思う」と感想を述べられました。 

 

公明党は、長年にわたり、被爆地である広島・長崎での非核化に取り組む行事の誘致を、

提案してまいりました。 

 

本年 11 月には、長崎市で核廃絶をめざすパグウォッシュ会議世界大会、来年 4 月に広島

市で伊勢志摩サミット関連の外相会合がそれぞれ開かれます。 

 

８月に開催された政府与党連絡会議においても、公明党の山口代表は、広島・長崎で国連

軍縮会議や、パグウォッシュ会議といった核軍縮・核廃絶に向けた国際会議が開催されるこ

とに対して、「日本が非核三原則を貫き、核兵器廃絶にリーダーシップをとること、そして、

平和国家への歩みは揺るぎないことをしっかり発信してもらいたい」と、政府に要請しまし

た。 

 安倍首相も、「われわれは、７０年前の核兵器による惨禍を決して忘れてはならない。

今後とも非核三原則を堅持しつつ、核兵器廃絶、世界恒久平和の発展に力を惜しまない」こ

とを力説しました。 

 

被爆から 70 年、戦後 70 年の節目である今年こそ、核兵器廃絶の流れが国際社会で進ん

でいくことを強く願うものです。 

 

座して平和を願うのではなく、人々の心に永遠に崩れぬ平和の砦を築いていくこと、対話

による平和外交を貫くこと、世界の平和共存のために行動することが大事です。 

 

戦後 70 年の日本の歩みの中で、平和国家として日本が国際社会の平和と安定に貢献して

きた姿勢は、今後も変えてはなりません。 



 

そして、歴史と現実を見つめ、専守防衛・非核三原則を堅持した上で、日本国民の命と自

由を守るための備えに対して、責任ある対応を果たすことが政治の役割であることも忘れて

はなりません。 

 

現在、参議院で集中審議されている「平和安全法制」について、一部野党やマスコミなど

が、『専守防衛』という原則の大転換、他国の武力行使との一体化につながる、他国に対す

る武力攻撃発生時に他国の防衛を目的とした集団的自衛権を行使するなど、誤った前提で反

対意見を述べております。 

 

昨年 7月 1 日の閣議決定の前文には、『専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国と

はならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ・・・』とあり、専守防衛、自国防

衛のための法整備であることは、明白であります。 

 

閣議決定では、海外での武力の行使を禁じた憲法第 9条の基本的解釈は変えておらず、平

和憲法の要である専守防衛の理念も堅持されております。 

その上で、今回の法整備でも、新 3 要件によって、「自衛の措置」の限界を明確にしてお

ります。 

 

自衛権の発動に当たっては、あくまで「専守防衛」「自国防衛」に限って許されるという

厳しい条件が付いています。 

 

従って海外での武力行使を禁じた憲法第 9 条の解釈の根幹は変えておらず、国連憲章第

51 条にあるような、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めておりませ

ん。 

 

他国を守ることそれ自体を目的とした集団的自衛権の行使は、今後も認められないことは、

法案にも明記されていますし、総理も明確に述べております。 

 

「平和安全法制」に反対する根拠として、憲法学者の多くが違憲であると述べているとの

意見がありますが、６割から７割の憲法学者は自衛隊そのものが違憲であるとの認識である

ことを考慮しなければなりません。 

 

実際に、朝日新聞が実施した憲法学者へのアンケートの結果、「自衛隊の存在は憲法違反

か」という問いに、回答者の 6割超が「違憲もしくは違憲の可能性がある」と答えたとの報

道がありました。 

 

つまり、憲法学者の多くが、個別的・集団的に関わらず自衛隊の武力行使、また自衛隊の

存在そのものを、違憲としているということです。 

 

学問上の問題はともかく、国、政府には国民の生命、自由を守る責任があります。 

 



 

民主党政権の野田内閣で防衛大臣を務めた森本敏氏は、『公明党が法制局などの意見を

参考にして与党協議を通じて、憲法解釈の範囲に収まる「日本の自衛のための武力行使に限

る」という制約を強く主張し、実現させる役割を果たした。その方針に基づき新 3要件など

複数の制約要因を設けることができた。公明党が与党協議などで示した制約が、平和安全法

制の法体系をバランスの良いものにしたのであり、現在の法制は従来の憲法解釈の枠を超え

るものではないと思う』と述べております。 

 

専守防衛・非核三原則を堅持した上で、憲法の枠内で、戦争を起こさせない、そのための

備えを行っていくことが大事であります。 

 

ISIL など国際テロの脅威、核弾頭を含む日本を射程に入れる数百発の弾道ミサイルを配

備する北の脅威など、安全保障環境が大きく変化をしています。 

 

平和安全法制の目的は、現実の脅威に対して、平和外交による解決を基本とした上で、日

米同盟による隙間のない対応を行うことによって、戦争を未然に防ぐ力、抑止力を高めるこ

とで平和と安全を保つことにあります。 

 

戦争を未然に防ぐ抑止力の強化、そのための法整備であることをご理解いただきたいと思

います。 

 

かつて PKO 法案が可決された際にも、「自衛隊の海外派兵が可能になった」、「海外で戦

争に参加する」など、今回と同様の批判がありましたが、23 年の時を経て、自衛隊による

平和維持活動は、国際的な評価とともに、国内でも理解が進み、今では高い評価を得ており

ます。 

 

公明党は、これからも歴史と現実を正しく見つめ、「核兵器のない世界の実現」と、平和

への誓い、不戦の誓いとともに、専守防衛・非核三原則を堅持した上で、日本国民の命と自

由を守るための備えに対して、責任ある対応を果たしてまいります。 


